
>2o19年 4月から、事業主は、全ての労働者※IE年 5日以上の年次有給

0

※ 法定の年次有給休暇付与日数が10日 以上の労働者に限ります。対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も合まれます。

>そのため、事業主が労働者の希望を聞いた上で、いつ年次有給休暇を
専

ですと

時季指定をする場合には、就業規則に以下 2点の記裁が必要です。

γ時季指定の対象となる労働者の範囲

r時季指定の方法等

第○条

1～ 4(略 ) ※ 厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をど参照ください。

5 第 1項又は第 2項の年次有給休暇が10日 以上与えられた労働者に封して

は、第 3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有

する年次有給休暇日数のうち5日 について、会社が労働者の意見を聴取し、

その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。

ただし、労働者が第 3項又は第 4項の規定による年次有給体暇を取得し

た場合においては、当該取得した日数分を5日 から控除するものとする。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律」の概要はこちらからご覧いただけます。

/0000148322.htr,lI        ―      '

「モデル就業規則」はこちらからご覧いただけます。

httDS://Www.mhtw「 9o,iE≫ /Stf/seisakurlitsuite/bunya

eX,ht宙 1手            |

揺
　
鶉

薄青努鶏轟姦磐善恋衰泳
層け出をお芯れなく !

掘 B4
■ 口 口

0庫 生労働省 i都道府県労働局・労働基準監督署



年次有給休暇の時季指定義務

●労働基楽法では 労ヽ働者め′い身めリクレッシュを歯る,ことを目的として、一定の要件を満た
す労働者に対し、毎年‐定日数の年次有給休暇を与えることを規定していま

鰹縫匿ふ鋼副離議覇覇     逸脈
題 となつています と   1      '
0このため、今般、労働基準法が改正され、 ヽ

となりましたb

時季指定義務のポイント
出による取得 者の時季指定 よる取得

取得時季を申出
取得時季の意見を願ぃ取

‐ ミ
労働者の意見を尊重し

労働者

●

使用者の時季指定は不要

″

労働者

〔(例 )尋′1入■の増答〕
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◆対象者は、年次有給体暇がIo日球上付与きれる労働者 (管理監曽者を含む)に限ります。

◆労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日・(基準日つから 1年以内にこ日について、使用
者が取得時季を指定じて与える必要があります| :|| _     |    |  :

◆年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対してはt使用者による時季指定は不要です。

(※)労働者が自ら申し出て取得した自数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数 (計画的付与):止うしヽては、5直か
ら控除することができます。   :                    :           :

(例)|>労働者が自ら5日取得した場合 :
>労働者が自ら3日取得+計画的付与乏日の場合

: >労働者が自ら3自取得した場合
:

、>計画的付与で2日取得した場合 :  ―

・使用者は、時季指定に当たつては、労働者め意見を聴取し、宅の意見を尊重するよ
う努めなければなり,ません。   i  : ■              !

・使用者fよt労働著ごとIと年茨有給休娘管理簿を作成しヽ 3年間保存しなければなり
ません。                :             i

法窯の界準日 (雇入れの国から半年後)より前に年次有給休暇―を付与する場合
などの時季指定義務の取扱いについては、裏面を参照してください。

「Ott X日 に
体みます」

でくだきいJ
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①法定の基準日 (雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から 1年以内に5日指定して取得させなければなりません。
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〇入社した年と翌年で年次有給休暇の付与口が異なるため、5日の指定義務がかかる 1年 F日ヨの期間

に重複が生じる場合 (全社的に起算日を合わせるために入社 2年目以降の社員への付与日を続下

する場合など)

と霧縄騒宅尾壇目評≧∫理
の期間の始期から後の期間の終期までの期耐

当該期間に取得させることも認められます。
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③上記① o②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの1声間に5日の指定義務がかかります。

〔《例)上協①の場合〕
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次の期間

〔(例)上記②の場合〕

1 3′914′ 1

10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給体B瞬を取得した場合

⇒分害Jして前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の
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(")4′1入社時に5日付与
し、771に残り5日付与
する場合〔 〕

←合計10日 に割違
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2年目の4/1～ 翌3/31までの1年間に5日取得させる
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ご不明な点やご質問がございましたら、
働基準監督署におたずねください。

> 問合せ先 :厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 03と 5253■ 1111(代表)

> 最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できますと

検索ワード: 都道府県労働局 または 労働基準監督署 ◇鞠鞠攀

る都道府県労働局、労厚生労働省または事業場の所在地を管轄す


